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金融再生法開示債権�

より健全な銀行を目指して�

リスク管理債権�

84.11％�
「担保保証」「引当て」による�
カバー部分  保全率�

（277億円）�
9.45％�

（329億円）�

総与信残高�3,488億円�

金融再生法開示債権�

対象は、貸出金・貸付有価証券・外国為替・未収利息・仮払金・支払承諾見返。�

金融再生法開示債権合計�
�
�
�
保全額�
�
�
総与信残高（期末）�

破産更生債権及びこれらに準ずる債権�
危険債権�
要管理債権�
�
貸倒引当金�
担保保証等�

32,991
7,342

10,012
15,637
27,751�
6,726

21,025
348,867

30,614
4,673

11,582
14,358
26,855�
6,149

20,705
349,037

（単位：百万円）�金融再生法開示債権（単体）�

平成13年度�

（単位：百万円）�

単　体� 連　結�
破綻先債権�
延滞債権�
3ヵ月以上延滞債権�
貸出条件緩和債権�

合　計�

平成12年度�

平成13年度�平成12年度�

単　体� 連　結�
2,307

13,692
300

14,057
30,358

2,484
11,249

300
14,270
28,305

2,594
14,497

292
15,344
32,729

2,759
12,340

292
15,431
30,823
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自己査定と償却・引当について�

自己査定と開示債権の関係　平成13年度（単体）� （単位：百万円）�

金融再生法開示債権�

用語のご説明�

リスク管理債権�

①破産更生債権及びこれらに準ずる債権�
�
②危険債権�
�
③要管理債権�
�
�
�
�
④正常債権�

破産、会社更生、再生手続きなどの事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれ
らに準ずる債権�
債務者が経営破綻の状態には至ってないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の
元本の回収および利息の受取りができない可能性の高い債権�
● 3ヵ月以上延滞債権（元金または利息の支払いが約定支払日の翌日を起算日として3月以上延滞し
ている貸出債権）�

● 貸出条件緩和債権（経済的困難に陥った債務者の再建または支援を図り、当該債権の回収を促進す
ること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定などを行った貸出債権）�

（注）いずれも①②を除く。なお、要管理債権は貸出金単位で分類します。�

債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、上記以外に区分される債権�

①破綻先債権�
�
②延滞債権�
�
�
③3ヵ月以上延滞債権�
④貸出条件緩和債権�

会社更生法・民事再生法による更生・再生手続開始の申立て、破産の申立てまたは整理開始・特別清
算開始の申立てなどの事由が生じている貸出金�
元本または利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元本または利息の
取立または弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（①および債務者の経営
再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予している貸出金を除く）�
元本または利息の支払いが約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金（①②を除く）�
債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶
予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金（①～③を除く）�

金融再生法� リスク管理債権�
定義�
�
�
基準�
�
�
�
対象�
�
�
�
区分�

自己査定�
�
金融検査マニュアル�
�
�

債務者単位�
�
�
�

全与信�
�
�
�
破綻先�
�
�
実質破綻先�
�
�
破綻懸念先�
�
�
�
要注意先�

�
�
正常先�

�
金融再生法施行規則第4条�
�
�
債務者単位�
（但し、要管理債権は債権単位のみ）�
�
�
全与信�
（但し、要管理債権は貸出金のみ対象）�
�
�
�
破産更生債権及び�
これらに準ずる債権　　　　　7,342�
�
�
�
危険債権　　　　　　　　　10,012�
�
�
要管理債権　　　　　　　　15,637�
�
�
�
正常債権　　　　　　　　315,875�
�

合　計　　　　　　　　　348,867

�
銀行法施行規則第19条の2�
�
�

債権単位�
�
�
�

貸出金のみ�
�
�
�
破綻先債権　　　　　　　　　2,594�
�
�
�
�延滞債権　　　　　　　　　14,497�

�
�
�
3ヵ月以上延滞債権　　　　　　292�

貸出条件緩和債権　　　　　15,344�

合　計　　　　　　　　　　32,729

・全与信とは、貸出金に加え、その他の債権（貸付有価証券、外国為替、未収利息、仮払金、支払承諾見返）を含む総与信であります。�



信用リスク管理�

より健全な銀行を目指して�

市場関連リスク管理�

流動性リスク管理�
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所管部�

関連部�

区　分�

業務・運営�

諸会議�

ALM

事務リスク管理�

システムリスク管理�

当行のリスク管理体制�

取　締　役　会�

経　営　会　議�

経　営　管　理　部�

ＡＬＭ委員会� 機械化委員会・事務改善委員会�

営　業　店　・　本　部　・　関　連　会　社�

検　査　部�

監査役�

役　員　部　長　会�

システムリスク�

本部各部�

事務部�

事務リスク�

検査部�
総務部�

営業統括部�

証券国際部�

事務部�

流動性リスク�

経営管理部�

企画部�

営業統括部�

証券国際部�

市場関連リスク�

経営管理部�

証券国際部�

コンプライアンス連絡会�

コンプライアンス�

総務部�

営業統括部�

監査役室�

経営管理部�

信用リスク�

管理部�

証券国際部�

営業統括部�

審査会�

審査部�
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より健全な銀行を目指して�

コンプライアンス体制�
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社会・地域への貢献�
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